
1 

 

2025 年 5月３０日 

文責 永冨明彦 

 （一社）山口県柔道協会 

2025-2028 国際柔道連盟試合審判規程の変更点に係る疑義について 

 

標記について、(公財)全日本柔道連盟からの回答について、下記のとおりまとめました

のでお知らせします。 

なお、文書内容の責任者は永冨明彦ですので、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

疑義 1 

●疑義の項目(添付資料の項目番号等)（添付資料を参照。以下同じ。） 

１③ 一本の定義 

●疑義内容 

一本の定義は変更なしとありますが、「背中が着く」とは、背中が大きく着かず一部で

も背中が着くことも含むと解してよろしいでしょうか？ 

 

★回答の概要 

「一本」の定義の中で「背中が着く」とは、背中が大きく着かず一部でも背中が着く

ことも含む。 

なお、「一本」の定義の「背中が着く」以外の、「スピード・力強さ・コントロールし

ている」は、従前の日本国内での「一本」（相当な威力（圧倒的な強さ））をイメージし

て判断してほしい。 

 

疑義 ２ 

●疑義の項目(添付資料の項目番号等) 

16① 抑え込みの定義 

●疑義内容 

講道館の技名称にある抑込技で、相手に覆い被さり圧力を掛け、制していることが必要

とありますが、「裏固め」は抑え込みの定義にあてはまると解してよろしいでしょうか。 

 

★回答の概要 

「裏固め」は、抑え込みの定義にあてはまる。 

なお、今回の変更において「有効」が加えられ、「抑え込み」においては、5 秒で「有

効」となることから、抑え込みの判定に当たっては、「しっかりと抑え込みの形（相手

の背中が畳に着いており、抑え込み技の名称が付く形で、相手に覆い被さり圧力を掛け、
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制している状態）」になっていることを確認して「抑え込み」の宣告を行うことになっ

た。 

例えば、投げ技で「技あり」となり、抑え込みの状態に移行した場合、これまで「技

あり、抑え込み」と連続して宣告していたが、これからは、「技あり」の宣告の後に、

「しっかりと抑え込みの形になっていること」を確認して「抑え込み」を宣告すること

になる。 

 

疑義 ３ 

●疑義の項目(添付資料の項目番号等) 

16① 抑え込みの定義 

●疑義内容 

いわゆる「シバロック」(相手の腕の上に腹ばいで乗って固める)は、抑え込みの定義に

あてはまると解してよろしいでしょうか。 

 

★回答の概要 

いろいろな名称の抑え込みがあるが、今回の「相手の腕の上に腹ばいで乗って固める」

については、腕のみでなく、肩の付け根あたりまで覆い被さり、相手を制し、しっかり

と抑え込みの形になっていれば、「抑え込み」の宣告をする。腕だけ固めたのでは体幹

を制することができないことから、肩の付け根あたりまで覆い被さり、体幹を制してい

ることが必要である。 

覆い被さりとは、IJF ルールブックでは、「cover」が使われており、全体を覆うのみで

はない。相手の体幹の動きを制御することができる覆い被さりが要件となる。 

また、講道館の抑込技の中にある「浮固」（相手の右側から、片腕又は両腕で相手の

右腕を抱え、左脚を後方に伸ばし、右脚で相手の状態を圧して抑え込む技）も相手に覆

い被さり圧力を掛け、制し、背中が畳に着いてこんでいれば「抑え込み」となる。 

 

 

 




















